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６ 変更届出書について 

 

１ 変更届の全般的な注意事項 

 宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、宅地建物取

引業法第９条により３０日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出なければなりませ

ん。 

 これは、宅建業の適切な行政指導と監督を行うためのものであり、また、宅地及び建物の購入者等が

宅建業者の内容を知る資料となっている「宅地建物取引業者名簿」を常に最新なものにしておくため必

要なものです。 

 この変更の届出書の提出及び提出部数は、免許申請書を提出する場合と同様です。 

変更届出事項 次ページの各事項 

届 出 書 類 次ページ「一覧表」を参照 

届 出 時 期 変更後３０日以内 

提 出 部 数 

 正本１部・副本１部の、合計２部 

※副本については、すべて写しでも可 

※申請書類は、表の順序に従い、正本・副本の別にそろえて、ホ

チキス等で綴じないで提出してください。 

そ の 他 

・官公庁の証明書類は発行日から３ヶ月以内のものに限ります。 

・新規免許申請中の変更は、受付けられません。 

 場合によっては、申請を取り下げていただき、変更後に再申請

していただくこともあります。 

・届出に係る「手数料」は不要です。 

参考 〔変更の届出を要さない事項〕 

 ① 事務所の電話番号のみの変更 

→ 電話、ファックスなどで番号変更のご連絡をお願いします。 

 ② 代表者、法人役員、専任の宅地建物取引士等の自宅住所 

→ 宅地建物取引士の資格登録をしている方は別途変更登録が必要です。  

 ③ 兼業の内容 

 ④ 法人の資本金 

 ⑤ 相談役・顧問の氏名、住所、就退任日 

 ⑥ 株主の状況 

 ⑦ 事務所の異動を伴わない、使用権原の変更(貸主の変更など) 

 ※これらについては、次回の免許更新申請の際はその時点の最新データを記入してください。 

 

◎ 大臣免許業者については、令和６年５月２５日より申請書類等の提出先が近畿地方整備局宛て郵送

にて提出に変更となりました。詳しくは国交省のホームページをご確認ください。

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/fudousanjyounado/torihikigyou/copy_of_copy_of

_takken.html 

 

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/fudousanjyounado/torihikigyou/copy_of_copy_of_takken.html
https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/fudousanjyounado/torihikigyou/copy_of_copy_of_takken.html
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２ 様式別の記載例と注意事項 
  〔第一面記入例〕 

 
 
 
◎ 該当する番号を○で囲む  

 
◎ 項番 11 の商号又は名称の

「フリガナ」の欄は、カタ
カナで上段から左詰めで記
入し、濁点及び半濁点は１
文字として扱う。「商号又
は名称」の欄も上段から左
詰めで黒色のボールペン等
で記入する。 

 
◎ 項番 12 の欄は次の区分

に応じ、それぞれ当該変更
区分に定めるところにより
作成する。 
 届出書の申請者以外の代
表取締役に変更があった場
合は「第二面」に記載する。 

 
①変更年月日は、実際の変

更年月日で、登記日では
ありません。 

 
②代表者に交代があった場

合「変更区分」の欄に「１」
を記入するとともに、「変
更後」及び「変更前」の
欄の両方に記載する。 

 
③代表者氏名に変更があっ

た場合「変更区分」の欄
に「２」を記入するとと
もに、「変更後」及び「変
更前」の欄の両方に記載 

  する。 
 
④「役名コード」の欄は 15 

ページ「役名コード表」
参照。個人免許の申請(1

ページ参照)をおこなっ
ている場合は記載不要 

 

 様式第三号の四（第五条の二関係）                                    (A4)  
  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 3 ０  

変 更 届 出 書 
（第一面） 

 下記のとおり宅地建物取引業者名簿の登載事項のうち、 
 ①商号又は名称 ②代表者又は個人 ③役員 ④事務所 ⑤政令第２条の２で定める使用人 ⑥専任の宅

地建物取引士について変更がありましたので､宅地建物取引業法第９条の規定により､届け出ます。 
                         令和○○年○○月○○日 
    地方整備局長               申請年月日を記入 
    北海道開発局長 殿 
     奈良県 知事       届出者  商号又は名称  株式会社  ○○不動産   
      変更後で記入             郵 便 番 号   （630-0000） 
                      主たる事務所の ○○市○○町○○丁目○○ 
                                  所   在   地  
                    氏      名 代表取締役 ○○  ○○        
                    （法人にあっては、代表者の氏名） 
                    電 話 番 号（０７４２） ２２ － １１０１ 
       記入不要         ﾌ ｧｸ ｼ ﾐ ﾘ番号（０７４２） ２７ － ７５６８ 
          受付番号          受付年月日          届出時の免許証番号           

                       2 9 (１)   8 8 8 8      

                                                           右詰め 
    項番 ◎商号又は名称                         上段より左詰めで記入         

     11   変更 年月日 Ｒ  0 1 年 0 5 月 0 1 日     濁点・半濁点は一文字とする 

        
 
 
 

変 
更 
後 
 

 フリガナ 
 

カ フ ゛ シ キ カ ゛ イ シ ヤ ナ ラ フ ト ゛ ウ サ ン        
     
     
     

                    

 商 号 又 は   

名    称 
株 式 会 社 ○ ○ 不 動 産             
                    

                                            

      変

更

前 

フリガナ ナラエステートカブシキカイシャ      
確認欄             商号又は 

 名    称 
奈良エステート 株式会社 
               

                             実際の変更年月日で、登記した日ではありません。  
        ◎代表者又は個人に関する事項                     変更区分           

 12   変更年月日 R  0 1 年 0 5 月 0 1 日 1 1.就退任         

 
 
 
 
 

 
変 
更 
後 
 

 役名ｺｰﾄﾞ 0 1   都道府県ｺｰﾄﾞ    右詰め        2.氏 名         

 登録番号 2 9    1 1 1 1            記入不要      

 フリガナ ナ ラ ○ タ ロ ウ                    
      氏  名 奈 良 ○ 太 郎                

 生年月日 S  4 4 年 0 1 月 0 1 日  一文字あける            

 
 
 
 

                                                       

 

 

 変更年月日 R  0 1 年 0 5 月 0 1 日                        

 

変 
更 
前 
 

役名ｺｰﾄﾞ 0 1                                          

 登録番号 2 9     1 0 0     

 
 

フリガナ ナラ コウタロウ 確認欄 
     氏  名 奈良 幸太郎 

生年月日 T  1 0 年 1 0 月 1 0 日                      

 

⑤「登録番号」の欄は宅地建物取引士登録をしている場合のみ右詰めで記入 
              「記入不要 

登録番号   ２ ９    １ ０ ０   (奈良県登録第 100 号の場合) 

               登録都道府県(69 ページ「都道府県コード表」参照) 
 
⑥ 「フリガナ」の欄はカタカナで上段から左詰めで記入し、濁点及び半濁点は１文字として扱うこと。 

 
⑦  

生年月日 Ｈ  ０ ５  ０ ６  ０ ７     大正＝Ｔ   ※特に生年月日欄については１ケタの数字の 

                                昭和＝Ｓ     場合、前に「０」をつける。 
     (平成 5 年 6 月 7 日の場合)                     平成＝Ｈ  
                                                   令和＝Ｒ     
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〔第二面記入例〕 

 

（第二面） 

 

 

 

宅地建物取引士の資格登録

を行っている場合のみ記入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 4 ０   

           受付番号          届出時の免許証番号 

        2 9 (１)   8 8 8 8  

 

     項番 ◎役員に関する事項（法人の場合）                変更区分            

     21   変更 年月日 R  0 1 年 0 5 月 0 1 日 1 1.就退任           

    

 

 

 

 

 

変 

更 

後 

 

 役名ｺｰﾄﾞ 0 2                         2.氏 名           

 登録番号                                    

 フリガナ ミ ウ ラ ○ マ サ オ                    

       氏  名 三 浦 ○ 正 男                

 生年月日 S  1 9 年 0 8 月 0 3 日    一文字あける         

                                                     

 

 
 変更年月日 R  0 1 年 0 5 月 0 1 日                       

 

変 

更 

前 

 

役名ｺｰﾄﾞ 0 2                                         

 登録番号                                    

 

 

 

フリガナ シ モ カ ワ  サ フ 〃 ロ ウ                 

確認欄  氏  名 下 川  三 郎                

生年月日 S  1 6 年 0 7 月 1 6 日                      

 

 

                                                         変更区分            

     21   変更 年月日     年   月   日  1.就退任           

    

 

 

 

変 

 

 役名ｺｰﾄﾞ                           2.氏 名           

 登録番号                                    

                      

 

  ◎ 項番 21 の届出は次の区分により作成すること。 

① 役員の交代または役職変更の場合 

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に

記載する。 

② 役員に新たな者を追加した場合 

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄にのみ記載する。 

③ 役員を減員した場合 

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更前」の欄にのみ記載する。 

④ 役員の氏名に変更があった場合 

「変更区分」の欄に「２」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に

記載する。 

⑤ 記入方法については、第一面記入例（前ページ）の④～⑦参照 

 

 ◎ 個人免許(1 ページ参照)の場合は添付不要。 
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〔第三面記入例〕 

 
◎  第三面は、項番 30 の事務 

所ごとに作成する 
 
◎ 「事務所の別」の欄は、該 

当する番号を記入する 
 
◎ 項番 30 の「事務所の別」

及び「事務所の名称」欄は、

その変更前の「事務所の別」

及び「事務所の名称」を記入

する。 
 ただし、事務所を新設した

場合は、区別「２」と「事務

所の名称」を記入 
 
◎ 項番 31 の届出は、次の区

分に応じ、作成する。 
 

①事務所を新設した場合 
「変更区分」の欄に「１」

を記入するとともに、「変

更後」の欄にのみ記載する。 
 

②事務所を廃止した場合 
「変更区分」の欄に「１」

を記入するとともに、「変

更前」の欄にのみ記載する。 
 

③事務所の名称又は所在地

に変更があった場合 
「変更区分」の欄に「２」

を記入するとともに、「変 

更後」の欄及び「変更前」

の欄の両方に記載する。 
 

④「事務所の名称」の欄につ

いては、商号・名称を記入

せず、本店の場合は「本店」

のみ、従たる事務所の場合

は「○○営業所」等を記入

する。 
 

⑤「従事する者の数」の欄は、

右詰めで記入する。 
 

（第三面） 

 2 5 ０   

           受付番号          届出時の免許証番号                          

        2 9 (１)   8 8 8 8                     

 
     項番                                           

     30  事務所の別 2 1.主たる事務所 2.従たる事務所 事務所ｺｰﾄﾞ     
      
 

 
 

事務所の名称 
 

  大和高田営業所 
 

   

記入不要 
                                                変更区分 

        ◎事務所に関す事項 1 1.新設・廃止  

 31   変更 年月日 R  0 1 年 0 5 月 0 1 日        2.名称・所在地     

 
 
 
 
 
 

 
 
変 
更 
後 
 

事務所の別 2 1.主たる事務所 2.従たる事務所 事務所ｺｰﾄﾞ     
 事務所の名称 大 和 高 田 営 業 所              

郵便番号 6 3 5  0 0 9 1                             
  

所在地市区町村コード 2 9 2 0 2 奈良 都道府県 大和高田 市郡区   区町村     

所 在 地 
 

大 中 東 町 ○ ○ － ○ ○             
                     

電 話 番 号 0 7 4 5 － 2 2 － 1 1 1 1                 

従事する者の数    2  

                                                      

  変更年月日     年   月   日                        

 
 
 

変 
更 
前 

事務所の名称   
確認欄 所 在 地  

    

 
         ◎政令第２条の２で定める使用人に関する事項         変更区分 

 32   変更 年月日 R  0 1 年 0 5 月 0 1 日 1 1.就退任           

 
 
 
 

変 
更 
後 
 

 登録番号                    2.氏 名 

 フリガナ ミ ウ ラ ○ マ サ オ                    
       氏  名 三 浦 ○ 正 男                

 生年月日 S  1 9 年 0 8 月 0 3 日           

 
 
 

                                                     

  変更年月日     年   月   日                        

変 
更 
前 
 

登録番号                                    

 
 
 

フリガナ        
確認欄  氏  名  

生年月日     年   月   日                      

 

 

◎ 項番 32 の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところにより、項番 30 の事務所ごとに作成す

る。 

① 政令第２条の２で定める使用人に交代があった場合 

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載する。 

② 事務所の新設に伴い、政令第２条の２で定める使用人を就任させた場合 

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄にのみ記載する。 

③ 事務所の廃止に伴い、政令第２条の２で定める使用人を退任させた場合 

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更前」の欄にのみ記載する。 

④ 政令第２条の２で定める使用人の氏名に変更があった場合 

「変更区分」の欄に「２」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載する。 



47 

 

〔第四面記入例〕 

 

              （第四面）                  

                                                   2 6 ０   

           受付番号          届出時の免許証番号                          

        2 9 (１)   8 8 8 8                     

                                                              

    項番                                                      

 30  事務所の別 2 1.主たる事務所 2.従たる事務所 事務所ｺｰﾄﾞ          

      

      

 

 

事務所の名称 

 

  大和高田営業所 

 

                                                              

    

        

 

        ◎専任の宅地建物取引士に関する事項              変更区分 

 41   変更 年月日 R  0 1 年 0 5 月 0 1 日 1 1.就退任           

 

 

 

 

変 

更 

後 

 

 登録番号                    2.氏 名           

 フリガナ ス ズ キ ケ ン ジ       

      

 

 氏  名 鈴 木 ○ 賢 治 

 生年月日   S  1 9 年 0 8 月 0 3  日 

 

 

                                                     

  変更年月日     年   月   日                       

  

変 

更 

前 

登録番号                                    

 

 

フリガナ  確認欄 

氏  名      

                                                               

 

 

 ◎ 第四面は、項番 30 の事務所ごとに作成する。 

 ◎ 「事務所の別」の欄は、該当する番号を記入する。 

 ◎ 項番 30 の「事務所の別」及び「事務所の名称」欄は、その変更の有無にかかわらず、変更前の「事務所の

別」及び「事務所の名称」を記入する。ただし、事務所を新設した場合は、当該事務所の「事務所の別」及

び「事務所の名称」を記入する。 

 ◎ 項番 41 の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところにより、項番 30 の事務所ごとに作成

す る。 

  ①専任の宅地建物取引士に交代があった場合 

   「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載する。 

  ②専任の宅地建物取引士に新たな者を追加した場合 

   「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄にのみ記載する。 

  ③専任の宅地建物取引士を減員した場合 

   「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更前」の欄にのみ記載する。 

  ④専任の宅地建物取引士の氏名に変更があった場合 

   「変更区分」の欄に「２」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載する。 



48 

〔※代表取締役変更(ただし旧代表取締役が取締役留任の場合)の記入例〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     

 様式第三号の四（第五条の二関係）                                    (A4)   
 2 3 0  

変 更 届 出 書 
（第一面）                                

下記のとおり、宅地建物取引業者名簿の登載事項のうち、  

 (1)商号又は名称 (2)表者又は個人 (3)役員 (4)事務所 (5)政令第２条の２で定める使用人 (6)専

任の宅地建物取引士について変更がありましたので､宅地建物取引業法第９条の規定により､届け出ます。 
                         令和○○年○○月○○日      

     地方整備局長                               申請年月日を記入  
    北海道開発局長  殿                                                
     奈良県  知事     
               届出者   商号又は名称   株式会社   ○○不動産      
                                  郵 便 番 号   （630-0000） 
          変更後で記入             主たる事務所の ○○市○○町○○  
                                         所   在   地                  
                          氏      名 代表取締役 奈良 太郎 
                              （法人にあっては、代表者の氏名）          
                           電 話 番 号 （０７４２） ２２ － １１０１ 
                         ﾌ ｧｸ ｼ ﾐ ﾘ番号（０７４２） ２７ － ７５６８ 
 
                         2 9 (１)   8 8 8 8      

   受付番号         受付年月日         届出時の免許証番号             
  11   変更 年月日     年   月   日                        

    項 番 

◎商号又は 

 名   称  
         

変 
更 
後 
 

 フリガナ 
 

                           
       
       
       

                    
 商 号 又 は   

名    称 
                    
                    

               
           変

更

前 

フリガナ         
確認欄      商号又は 

 名    称 
                         
       

                                            
     12   変更 年月日 R  0 1 年 0 5 月 0 1 日               1   1.就退任 

  
        
        
    
 

 
変 
更 
後 
 

 役名ｺｰﾄﾞ 0 1   宅地建物取引士登録をしている場合のみ記入      2.氏 名   
 登録番号 2 9    1 1 1 1       

 フリガナ ナ ラ ○ タ ロ ウ                
        氏  名 奈 良 ○ 太 郎                

 生年月日 S  4 4 年 0 1 月 0 1        
         
         
         
        

                                                      

 

 

 変更年月日 R  0 1 年 0 5 月 0 1 日                        

 

変 
更 
前 
 

役名ｺｰﾄﾞ 0 1                                         

 登録番号 2 9     1 0 0                            

実際の変更年月

日で、登記した

日ではありませ

ん。 

フリガナ ナラ コウタロウ 確認欄  
      氏  名 奈良 幸太郎 

生年月日 S  2 0 年 1 0 月 1 0 日                       

        ◎代表者又は個人に関する事項                                  
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〔※専任の宅地建物取引士変更関係の記載例(第四面)〕 

 ①本店から橿原営業所へ異動の場合の例 

 
（第四面） 

                                                  2 6 ０   

          受 付 番 号           届 出 時 の 免 許 証 番 号                         
   

        2 9 (１)   8 8 8 8                     

                                                            
   項番                                                       

 30  事務所の別 1 1.主たる事務所 2.従たる事務所 事務所ｺｰﾄﾞ          
      
      

 
 

事務所の名称 
 

  本店 
 

                                                             

    （１枚目） 

   ◎専任の宅地建物取引士に関する事項               変更区分     

   41   変更 年月日     年   月   日 1 1.就退任           

 
 
 
 

変 
更 
後 
 

 登録番号                    2.氏 名          

 フリガナ        
      
      

 氏  名  

 生年月日      年   月   日 

 
 
 

                                                    

  変更年月日 R  0 1 年 0 5 月 0 1 日 

 変 
更 
前 

登録番号 2 9    5 6 7 8    

 
 

フリガナ ウミノ ヒロシ 確認欄 

氏  名 海野 博    

 

 

 
（第四面） 

                                                  2 6 ０   

          受付番号          届出時の免許証番号                          

        2 9 (１)   8 8 8 8                     

                                                             
   項番                                                       

 30  事務所の別 2 1.主たる事務所 2.従たる事務所 事務所ｺｰﾄﾞ          
      
      

 
 

事務所の名称 
 

  橿原営業所 
 

                                                              

    （２枚目） 

   ◎専任の宅地建物取引士に関する事項               変更区分         

   41   変更 年月日 R  0 1 年 0 5 月 0 1 日 1 1.就退任           

 
 
 
 

変 
更 
後 
 

 登録番号 2 9    5 6 7 8           2.氏 名           

 フリガナ ウミノ ヒロシ           
      
      

 氏  名 海野 博          

 生年月日   S  4 5 年 0 6 月 0 7  日 

 
 
 

                                                     

  変更年月日     年   月   日 

 変 
更 
前 
 

登録番号             

 
 
 

フリガナ   
確認欄 氏  名  

生年月日     年   月   日                     
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 ②本店に新規採用の場合の例 

 
               （第四面）                  
                                                  2 6 ０   
          受付番号          届出時の免許証番号                          
        2 9 (１)   8 8 8 8                     
                                                             
   項番                                                       
 30  事務所の別 1 1.主たる事務所 2.従たる事務所 事務所ｺｰﾄﾞ          

      
      

 
 

事務所の名称 
 

  本店 
 

                                                              
   

◎専任の宅地建物取引士に関する事項               変更区分         
   41   変更 年月日 R  0 1 年 0 5 月 0 1 日 1 1.就退任           

 
 
 
 

変 
更 
後 
 

 登録番号 2 9    8 7 6 5           2.氏 名           

 フリナガ スギモト マサト       
      
      

 氏  名 杉本 正人 
 生年月日   S 38 年  1 月 31 日 

 
 
 

                                                     

  変更年月日     年   月   日 

 変 
更 
前 

登録番号             

 
 

フリナガ  確認欄 
氏  名     

 

 

 
 

    〔※宅地建物取引業従事者変更届の記入例〕  ※各営業所・支店ごとに記載 

第１号様式 

  
   宅地建物取引業に従事する者に変更があったので、宅地建物取引業法施行    

 細則第４条の規定により下記のとおり届けます。 
            令和○○年○○月○○日 
        奈良県知事 殿 
                         免 許 番 号 奈良県知事（ 1 ）第  8888 号 
                         主たる事務所の ○○市○○町○○ 
                         所  在  地 
                         商号 又は 名称  株式会社 ○○不動産  
                         代 表 者 氏 名  ○○ ○○           
30 ページをご覧の上、番号を振ってください。 

記 

 

 
事務所名 

 
氏  名 

性 
 
別 

 
 生年月日 

従業者 
 
証明番号 

主  た る 
 
職 務 内 容 

 宅地建物取引士 
に あ っ て は 
登 録 番 号 

 
変更年月日 

 
変更理由 
 

 
 本店 

 
海野 博 

 
男 

 
S45.6.17 

 

○○○○○○ 
 
営業 

 
29-5678 

R○○.  

○○.○○ 
橿原 営業所

へ転勤 
 
 本店 

 
杉本正人 

 
男 

 
S38.1.31 

 
○○○○○○ 

 
営業 

 
29-8765 

R○○.  

○○.○○ 
 
新規採用 

 
 本店 

 
○田○子 

 
女 

 
H5.1.5 

 
○○○○○○ 

経理、 
  広報 

 
 

R○○.  

○○.○○ 
 
退退職 

         

         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  変更後の従事する者の数    ２   変更前の従事する者の数    ３ 
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３ 変更届出書に必要な書類 
 

    ★ 変更届は、必ず変更後３０日以内に提出 

  （ 役員等において退任や死亡により後任が見つからず不在となる場合にも、退任や死亡の日から３０日以 

    内に提出が必要です。） 

 ★ 奈良県知事免許業者→２部提出(副本はすべて写しで可) 

 

変 更 事 項 必     要     書     類     等 

 商号または名称 

① 変更届出書（第一面）                  ③ 免許証 

② 免許証書換え交付申請書                    ④ 法人の登記簿謄本（法人の場合のみ） 

  ＊ 宅地建物取引士は、勤務先の名称が変更となるため、「変更登録申請書」の提出が必要 

代
表
者
・
役
員
の
変
更 

 役員の就任 
  

① 変更届出書（第一面・第二面）           ⑧ 免許証書換え交付申請書（代表者変更の場合のみ） 

② 誓約書                     ⑨ 免許証（代表者変更の場合のみ） 

③ 略歴書                                      ⑩ 従事者変更届（代表者及び常勤役員の場合のみ） 

④ 法人の登記簿謄本(就任日が分かるもの)            

⑤ 身分証明書                   【注意】     ＊⑤⑥は役員の内部変更の場合も必要 例：監査役→取締役等 

⑥ 登記されていないことの証明書                 ＊同一人で、代表取締役から取締役への変更の場合は、⑤⑥は不要 

⑦ 代表者等の連絡先に関する調書 

 役員の退任 ① 変更届出書（第一面・第二面）            ③ 従事者変更届（代表者及び常勤役員の場合のみ） 

②  法人の登記簿謄本（退任日が分かるもの：役員の閉鎖謄本等）             

 代表者の改姓名 
③ 変更届出書（第一面）               ④ 免許証書換え交付申請書     

④ 戸籍抄本（個人の場合のみ）                 ⑤ 免許証                              

⑤ 法人の登記簿謄本（法人の場合のみ）          ⑥ 従事者変更届                   

 役員の改姓名 ⑧ 変更届出書（第一面・第二面）           ③ 従事者変更届（常勤役員のみ） 

⑨ 法人の登記簿謄本 

政
令
使
用
人
の
変
更 

 政令で定める使用 

 人の就任・退任 

 変更届出書（第一面・第三面）             ④ 身分証明書                                       

① 誓約書                                      ⑤ 登記されていないことの証明書    【注意】   

② 略歴書                                      ⑥ 代表者等の連絡先に関する調書 

⑦ 従事者変更届 

  ＊ 退任の場合は②③④⑤⑥は不要   ＊ 事務所間の異動の場合は④⑤は不要 

 政令で定める使用 人
の改姓名 

 ① 変更届出書（第一面・第三面）    

③ 戸籍抄本                                       

 ③ 従事者変更届 

専
任
の
宅
地
建
物
取
引
士
の
変
更 

 専任の宅地建物取引
士の増員・変更 

 

① 変更届出書（第一面・第四面）           ◆奈良県登録の宅地建物取引士                  

② 専任の宅地建物取引士設置証明書              宅地建物取引士の勤務先が変更となった場合は、 

③ 略歴書（専任の宅地建物取引士等）           「変更登録申請書」も同時に提出すること           

④ 宅地建物取引士証の写し（表・裏）                  

 ⑤ 従事者変更届                            ◆他府県登録の宅地建物取引士         

 ※専任の取引士に係る「身分証明書」及び          宅地建物取引士の勤務先が変更となった場合は、 

  「登記されていない証明書」は不要と       登録を受けている都道府県で事前に変更登録申請を行い、 

  なりました。                         その副本（原本）を提示すること 

 専任の宅地建物取引
士の減員 

① 変更届出書（第一面・第四面）          ③ 従事者変更届 

 ② 専任の宅地建物取引士設置証明書 

 専任の宅地建物取引
士の改姓名 ① 変更届出書（第一面・第四面）          ◆奈良県登録の宅地建物取引士                     

② 戸籍抄本                                    宅地建物取引士の勤務先が変更となった場合は、 

 ③ 従事者変更届                                「変更登録申請書」も同時に提出すること                      

                                                 ◆他府県登録の宅地建物取引士                      

                            宅地建物取引士の勤務先が変更となった場合は、 

                                                   登録を受けている都道府県で事前に変更登録申請を行い、 

                                                   その副本（原本）を提示すること 

  従事者の変更 ①  従事者変更届 

事
務
所
の
変
更 

主たる事務所・従 た
る事務所の移転 

① 変更届出書（第一面・第三面）              ⑦ 事務所のカラー写真（ポラロイド写真不可） 

 ② 事務所を使用する権原に関する書面                    (1)外部：建物の全景、建物の入口、事務所の入口 

  ＊賃貸借契約書、使用貸借契約書等の写し（原本提示）  (2)内部：報酬額規定表(ｱｯﾌﾟ)、業者票(ｱｯﾌﾟ)、 

 ③ 事務所付近の地図（事務所の位置を明示）             部屋の内部（事務部分、応接部分などが写って 

 ④ 法人の登記簿謄本（法人の場合）                     おり、事務所の形態がわかるもの。部屋全体の 

 ⑤ 免許証書換え交付申請書（主たる事務所移転の場合）       様子が分かるよう、２方向以上から撮影。） 

 ⑥ 免許証（主たる事務所移転の場合）                  ⑧ 事務所の平面図等 

                                                       （1）事務所として使用する建物の平面図   

                                                       （2）住居等の一室を事務所としている場合は間取り図 

                              （3）同一敷地内に棟が２以上ある場合は棟の配置図 

                                                          ※（3）は（1）または（2）とともに提出 

 従たる事務所の新設 
①  変更届出書（第一面・第三面・第四面）        ⑨ 事務所のカラー写真（ポラロイド写真不可）       

②  政令使用人の変更に係る書類                        (1)外部：建物の全景、建物の入口、事務所の入口      

③  専任の宅地建物取引士の変更に係る書類              (2)内部：報酬額規定表(ｱｯﾌﾟ)、業者票(ｱｯﾌﾟ)、 

 ④  事務所を使用する権原に関する書面                    部屋の内部（事務部分、応接部分などが写って 

    ＊賃貸借契約書、使用貸借契約書等の写し（原本提示）           おり、事務所の形態がわかるもの。部屋全体の 

 ⑤  事務所付近の地図（事務所の位置を明示）                       様子が分かるよう、２方向以上から撮影。） 

 ⑥  法人の登記簿謄本（支店登記をしている場合）         ⑩ 事務所の平面図等          

 ⑦  従事者変更届                                        （1）事務所として使用する建物の平面図     

 ⑧  営業保証金の供託関係の書類                          （2）住居等の一室を事務所としている場合は間取り図 

  (1)法務局に供託している場合                            （3）同一敷地内に棟が２以上ある場合は棟の配置図 

       供託済届出書、供託書の原本と写し                     ※（3）は（1）または（2）とともに提出 

  (2)保証協会の社員の場合                                                                              

     弁済業務保証金分担金納付書の写しまたは弁済業務保証金分担金納付証明書原本  

 従たる事務所の廃 止
又は名称の変更 

 

 

【廃止】     ① 変更届出書（第一面・第三面・第四面） ②従事者変更届    

【名称の変更】 ① 変更届出書（第一面・第三面） 
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   【備 考】 
 

    １．提出部数・・・・・正本１通・副本１通 

                  

   ２．官公庁の証明書類は発行日から３ヶ月以内のものに限ります。  
 

       ３．必要に応じて、前ページ以外の書類の提出を求めることがあります。 
 

      ４．所定の届出用紙は奈良県宅建協会、全日協会奈良県本部又は建築安全課総務宅建係で入手してください。建
築安全課のホームページからダウンロードすることもできます。 

 

       ５．届出書類は正・副別に番号順に揃え、ホッチキスで留めずに提出してください。（クリップ可） 
 

                        変 更 届 出 書は、「変更届出書」 

        ６．上記表中の   変 更 登 録 申 請 書は、「宅地建物取引士登録簿変更登録申請書」           を表します。 

                         従 事 者 変 更 届は、「宅地建物取引業者従事者変更届出書」                
 
 

  【身分証明書・登記されていないことの証明書について】 
 

以下の点に注意して、書類を提出してください。 
 

◎日本国籍を有する人  
①身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行) 

②登記されていないことの証明書(各法務局、地方法務局本局で発行) 

 

◎日本国籍を有しない人   
①住民票（国籍が記載されているもの） 

②登記されていないことの証明書(各法務局、地方法務局本局で発行） 

       

      ※下記の方は添付が必要です（同一人が２職以上を兼ねる場合は１枚で可） 

        ・代表者 ・役員（監査役を含む） ・政令使用人  ・相談役及び顧問 
 

      ※成年被後見人又は被保佐人に該当した場合の提出書類は、奈良県建築安全課総務宅建係（TEL0742-27-7563） 
   へお問い合わせください。 
 

   ※申請方法については、各市区町村役場及び各法務局、地方法務局本局でおたずね下さい。 
 

   ※代表者（個人申請）が未成年の場合は、法定代理人（両親等）を確認できる戸籍謄本等及びその法定代理人の  
      身分証明書・登記されていないことの証明書が必要です。 
 

      ※登記されていないことの証明書の「証明を受ける方」欄の氏名は「身分に関する証明書」どおりに字をはっきり 
   と正確に記入してください。また、住所についても正確に記入してください。記入事項が正確でない場合は、証   
     明書を取り直していただきますので、ご注意ください。 
 

※令和６年５月２５日より専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」は 
提出不要となりました。 

 

 【法人の登記簿謄本について】 
 

※登記情報提供サービスを利用し取得したものは不可です。本店所在地の法務局又は支局等の登記官が発行した商
業登記簿謄本または法人登記簿謄本が必要です。 

 

  【事務所のカラー写真について】 
 

   ※部屋全体の様子が分かるよう少なくとも２方向以上撮影をしてください。２方向からだけでは部屋全体を写し 
   きれない場合、またパーティションなどの障害物で見えない場所がある場合は、違う方向から撮影した写真の 
   添付も必要です。 

   

※事務所がビルなどの建物内にある場合、建物入り口から事務所入り口までの経路のつながりが分かるように階 
段、廊下等の写真も撮影してください。 

 

  【平面図等について】   

   

     ※図面の中で事務所として使用している部分をマーカー等で囲むなどして明示してください。 

   ※執務場所、応接室、接客スペースなどの配置が分かるよう作成してください。 

   ※業者票、報酬額規定表の掲示場所を記載してください。 

   ※他の業種と兼業する場合、宅建業の配置状況、他の業種との区別状況を記載してください。 

   ※別の業者の事務所が同じフロア内にある場合は、別の業者との区別状況を記載してください。 

   ※フロアが分割されている場合はフロア毎に作成し、フロア毎に階数が異なる場合は階数も記載してください。 
 

    【書換免許証の郵送交付について】 
          

    ※書換免許証（商号又は名称・代表者・主たる事務所の変更の場合）を郵送で受領することを希望される場合は、 
    角２サイズ（Ａ４サイズが折らずに入る大きさ）の封筒に宛先（事務所）を明記して５３０円分の切手を貼  
     付して提出してください。免許証書換手続きが完了次第、簡易書留郵便で事務所あてに郵送します。レター  
     パックライトでもかまいません。 
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７ 免許証書換え交付申請書について 

 

 この書類は「商号又は名称」「代表者氏名」「主たる事務所の所在地」について変更があった

ときに、新たな事項に書換えた免許証を交付するため提出していただくものです。 

◎ 「変更届出書」（43 ページ参照）と併せて、正本１部を提出します。 

◎ 様式下の枠内は、該当する変更事項のみ記入します。 

◎ 現免許証の原本を添付します。 

 

 

    様式第三号の二（第四条の二関係）                                   （A４） 

 ２ １ ０  

宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書 

 

      宅地建物取引業者免許証の記載事項に下記のとおり変更を生じましたので、宅地建物取引業 

     法施行規則第４条の２の規定により、宅地建物取引業者免許証の書換え交付を申請します。 

 

                                  令和○○年○○月○○日 
   地方整備局長 
   北海道開発局長 殿 
      奈良県 知事 

              申請者 商号又は名称 

 

                  郵便番号      （      ） 

                  主たる事務所の 

                  所  在  地 

 

                  氏     名                                

                  （法人にあっては、代表者の氏名） 

                  電話番号         （       ）    － 

                  ファクシミリ番号 （       ）    － 

 

     受付番号             受付年月日            申請時の免許証番号          

                  （  ）        

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

変更に係る事項 変  更  後 変  更  前 変 更 年 月 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
確認欄 

  (フリガナ) 
 
 商号又は名称 

 

 

 

 
Ｒ○○．○○．○○ 

   (フリガナ)  
 
  代 表 者 氏 名 

 

 

 

 
Ｒ○○．○○．○○ 

  主たる事務所の 
 
  所  在  地 
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８ 免許証再交付申請書について 

 この書類は交付後の免許証について「亡失」「滅失」「汚損」「破損」した場合に、新たな用 

紙で免許書を再交付するために提出していただくものです。 

◎ 亡失などがあれば遅滞なく、正・副本各１部を提出します。 

◎ 様式下の理由欄は、該当事項を○印で囲み、下段に具体的に理由などを記入します。 

◎ 破損などで免許証が残存している場合は、その免許証を添付します。 

 

 

   様式第三号の三（第四条の三関係）                                   （A４） 

  ２ ２ ０  

宅地建物取引業者免許証再交付申請書 

  

      宅地建物取引業法施行規則第４条の３の規定により、下記のとおり宅地建物取引業者免許証 

   の再交付を申請します。 

  

                                  令和○○年○○月○○日 

    地方整備局長    

    北海道開発局長 殿 

       奈良県 知事    

              申請者 商号又は名称                     

                                                           

                  郵便番号     （      ）       

                  主たる事務所の                   

                  所  在  地                   

                                                           

                  氏     名                               

                  （法人にあっては、 代表者の氏名）    

                  電話番号        （       ）    －   

                  ファクシミリ番号 （       ）    －   

  

      受付番号             受付年月日            申請時の免許証番号             

                  （  ）        

                                                                            

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (フリガナ) 

 商号又は名称 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認欄 

   (フリガナ)  

 代 表 者 氏 名 

                                  

 

 主たる事務所の 

 所  在  地 

 

 

 再交付を申請する 

 理由 

 

 

①．亡失   ２．滅失   ３．汚損   ４．破損 

【例】本店移転の際に紛失しました。 

なお、後日発見した場合はすみやかに返納します。 

今後この様なことがないよう充分注意します。 
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９ 廃業等について 

 

1  廃業届の記載例と注意事項 

 宅地建物取引業者が次の事由に該当することになった場合には、「廃業等届出書」提出するこ

とが必要です。 

(1) 死亡（個人免許の場合） 

(2) 合併による消滅（法人免許の場合） 

(3) 破産（法人又は個人免許） 

(4) 合併及び破産以外での解散（法人免許の場合） 

(5) 宅建業の廃止（法人又は個人免許） 

 

 

◎ 届出は、届出事由の発生日から 30 日以内に行うこととなっています。なお個人免許業者が死

亡した場合での届出は、相続人がその事実を知った日から 30 日以内となっています。 

◎  免許の効力は、上記 (1) 及び (2) の事由は事実の発生日に、(3)～(5)の事由は届出をした 

日に失効します。 

◎  提出書類 ・「廃業等届出書」 ２部（正本・副本 各１部）  

 ・免許証原本（紛失の場合は「発見しだい返納する」旨を記載した紛失届） 

 ・下表に定めるもの（届出者、届出事由によって異なる） 

 ・廃業事由により、届出人について更に詳しく事情を伺い、確認することがあ  

ります。 

 

 廃 業 理 由 

法人 

個人 

 別 

 廃 業 日 

 

（免許失効日） 

 届 出 人 

   添  付  書  類 

 

    （免許証原本の他） 

死 亡 個人 死亡日 相続人 ・死亡及び相続人が確認できる戸籍謄本 

合併による削滅  法人 
合併による 

解散日 

代表する役員 

であった者 

・合併されたことが確認できる元の法人の

商業登記簿謄本 

破 産 両方 届出日 破産管財人 
・破産及び管財人を確認できる書類 （注

１） 

合併及び破産以 法人 届出日 清算人 ・解散したことがわかる商業登記簿謄本 

 宅建業の廃止  

法人     届出日 法人代表者 ・代表者の交代等があれば商業登記簿謄本 

個人 届出日 免許を受けた者 － 

（注）１．破産については、裁判所発行の証明書。 
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    様式第三号の五（第五条の四関係）                              （A４） 

 ２ ７ ０  

廃 業 等 届 出 書 

 

      宅地建物取引業法第１１条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

                                令和○○年○○月○○日 

    地方整備局長      

    北海道開発局長 殿                          

       奈良県 知事                              

              届出者 住  所 

                  氏  名                                

 

 

     受付番号             受付年月日            届出時の免許証番号             

                  （  ）        

 

                      該当するものを○印で囲むこと                              

 

 

 

 

 

                

  届 出 の 理 由 １．死亡 ２．合併による消滅 ３．破産 ４．解散 ⑤．廃止  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認欄 

 

 商号 又は 名称 
 

 

  氏          名 

(法人にあたっては、 

 代 表 者 の 氏 名) 

 

                                  

 

 

   主たる事務所の 

   所  在  地 

 

 

 

 届出事由の生じた日 
  令和○○年○○月○○日    ※死亡の場合は、死亡の事実を知った                   

日を記載すること。 

 

 

宅地建物取引業者と届 

出 人 との 関 係 

 

 

１．相続人 ２．元代表役員 ３．破産管財人 ４．清算人 ⑤．本人 

 

 

    

          該当するものを○で囲むこと 

 



 

57 

2  営業保証金の取り戻し 

◎ 「廃業・期限切れ失効・免許取消」及び「従たる事務所の廃止」の場合、以下の手続きにより

営業保証金が返還されます。（変更届は「従たる事務所の廃止」の場合） 

◎ 保証協会に加入されている方は、弁済業務保証金分担金が返還されます。手続きについては

各協会に直接お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 申 

 

 請 

 

 者 

（ 

 宅 

 建 

 業 

 者 

 で 

 あ 

 っ 

 た 

 者 

 も 

 し 

 く 

 は 

 そ 

 の 

 承 

 継 

 人 

 ） 

 

 

 

 

 

 

 
廃業届 

 

又

は 

 

変更届 
 

 
 奈良県 

 

    

            （期間満了による失効の場合は書類不要）  

 

 

 

 

 

 

【官報掲載取扱店】 

(株)啓林堂書店本店(0743-51-1000) 

 大和郡山市南郡山町 527 番地 13 

※掲載手続きは上記にお問い合わせ下さい 

※ＷＥＢでのお申し込み先(全国官報販売協同組合ホームページ) 

 https://www.gov-book.or.jp/koukoku 

        官報掲載依

頼 

 

 

 

 

    

         

  

  

 
  官報掲載 

   

  

  

            
営業保証金取戻し公告済届 

 

 

（用紙は県建築安全課にあり） 

 奈良県 
 

  

 

 

 

 

 官報掲載日の 

 翌日から６ヵ月後 

                            ＜添付書類＞ 

                              ・掲載された官報（原本添付） 

 
             （用紙は県建築安全課にあり） 

 

 
   債権者不存在証明書交付請求書 

 

 

 

 奈良県 
 

    

 

 
「証明書」 

 

   

  

 
供託金払渡請求書 

 

 

(用紙は法務局にあり) 

供託した法務局 

  （供託所） 
 

 

   

※払渡請求の手続きは「法務局」にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 供託金（営業保証金） 

 

   

 

 

 

要掲載料 

官報送付 

約１週間後で交付 

（交付時に受領書が必要） 

払い渡し 
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〔官報掲載例〕 

      宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告  

      ／宅地建物取引業法第３０条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第７条の規定により次のとおり公告  

        します。 

     ／下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第 27 条第１項の権利を有する者は、本公告掲載  

          の翌日から ６箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した  

        申出書２通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保  

          証金は同人に返還されます。  

          ／／令和  年  月  日 

 

            商号又   免 許 証  (代表者の)  事務所の所   営業保証 申出書  掲載者住所、商号 

            は名称   番   号   氏  名   在地      金の額  提出先  又は名称及び氏名 

 

〔法人の場合〕○○株式 奈良県知事 代表取締役  奈良県奈良市○ 割引国債 奈良県 奈良市○○○町○○番地              

会社      (1) 1234     ○○○○    ○○町○○番地  債券 1000  知事    ○○株式会社代表取締役 

                                                  万円        ○○○○ 

 

〔個人の場合〕○○不動 奈良県知事 ○○○○  奈良県奈良市○  1000 万円   奈良県    奈良市○○○町○○番地 

      産    (1) 1234         ○○町○○番地       知事   ○○○○ 

 

  精算人が  ○○株式 奈良県知事 代表取締役 奈良県奈良市○  1500 万円   奈良県  奈良市○○○町○○番地 

 が掲載    会社   (1) 1234  ○○○○  ○○町○○番地       知事   ○○○株式会社 清算人 

                                            ○○○○ 

                                      (主たる事務所) 

  従たる    ○○株式 奈良県知事 代表取締役 奈良県奈良市○  割引国債 奈良県 奈良市○○○町○○番地 

 事務所を  会社   (1) 1234   ○○○○    ○○町○○番地  債券 500  知事  ○○○株式会社  代表取 

  廃止した                                     、廃止した従た  万円       締役 ○○○○ 

     場合                                         る事務所奈良県 

                                             奈良市○○○町 

                       ○○番地 

 

  免許失効  ○○株式 奈良県知事 代表取締役  (旧)奈良県奈良  1000 万円  奈良県 奈良市○○○町○○番地 

 後に主たる 会社      (1)1234   ○○○○    市○○○町○○         知事  ○○○株式会社 代表取 

  事務所を                       番地(新)奈良県            締役○○○○ 

  移転した                                     奈良市○○○町 

    場合                                      ○○番地 

 

 

 ※ 免許失効日以前に商号、所在地、代表者に変更があり、変更届をされていない場合は、 

   官報公告の際、その新旧を掲載して下さい。 

 ※ 掲載内容に不備があった場合、訂正公告や、再度の公告が必要となることがあり、取戻 

    しが予定された日にできなくなりますので、御注意ください。 

 ※ 上記の事例以外での記載については、事前にお問い合わせください。 
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○営業保証金取戻し公告済届の記載例と注意事項 

 ①免許失効した場合     第２号様式（県施行細則第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

      公告時点の 

       届出人を記載 
 

 

 

 

 

 

 

 

       免許失効時点 
         の内容を記載 

 

 

 

 

 

 

営業保証金取戻し公告済届 

 

  宅地建物取引業者営業保証金規則第７条第３項の規定により営業保証金取 

 戻し公告をしたので、官報を添えて届けます。  

  

     令和  年  月  日 

  

  奈良県知事     殿 

  

             届出人 住所 

                               氏名                  

  

                            記 

 

届出人と免許を受けた者との関係 
 

 

 免許業者に関す 

 る事項 

免許証番号 
 

奈良県知事（  ）     号 

商号又は名称 
 

 

代表者氏名 
 

 

 官  報  登  載  番  号     年    月    日     号 

 

②従たる事務所を廃止 

 した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            記 

届出人と免許を受けた者との関係 
 

 

 免許業者に関す 

 る事項 

免許証番号 奈良県知事（  ）     号 

商号又は名称 
 

 

代表者氏名 
 

 

 従たる事務所に 

 関する事項 

従たる事務所の所在

地 

 

 

 

事務所の廃止 

年月日 

 

 

 

 官  報  登  載  番  号     年    月    日     号 
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○債権者不存在証明書交付請求書の記載例と注意事項 

 

 ①免許失効した場合     第３号様式（県施行細則第５条関係） 

債権者不存在証明書交付請求書 

 

  下記業者について  年  月  日届出のとおり営業保証金取戻しのた 

 め官報に公告したところ、同公告に定めた期間内に債権の申出がなかったの 

 で、宅地建物取引業者営業保証金規則第８条第１項の規定により、債権の申 

 出がなかった旨の証明書の交付を請求します。  

  

   令和  年  月  日 

  

  奈良県知事     殿 

  

             請求者 住所 

                               氏名                 

  

                            記 

 免許業者に 
  
 関する事項 

免 許 証 番 号 奈良県知事（  ）     号 

商号 又は 名称 
 
 

事務所の所在地 
 
 

代 表 者 氏 名 

 
 
 
 

                      

  ②従たる事務所を廃止 

    した場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            記 

 免許業者に 
  
 関する事項 

免 許 証 番 号 奈良県知事（  ）     号 

商号 又は 名称 
 
 

主たる事務所の
所在地 

 
 
 

代 表 者 氏 名 
 
 

廃止した従たる
事務所の所在地 

 
 
 
 

 

 


